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奈良市議案第９４号 

 

令和４年度奈良市一般会計 

補正予算（第４号） 

 

 令和４年度奈良市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４８，０００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１５２，６１６，５８４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和４年９月９日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸 
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第１表　歳入歳出予算補正 　

　歳　入

千円 千円 千円

　　
　歳　出

千円 千円 千円

12 ． 地 方 交 付 税 48,000 18,137,79818,089,798

地 方 交 付 税 18,089,798 48,000 18,137,798

款

８ ． 観 光 費 48,000 1,162,4101,114,410

項款 計　補　正　額　補正前の額

補正前の額項

152,568,584 48,000

１ ．

1,162,410

152,616,584

計

歳　　　入　　　合　　　計

　補　正　額　

152,616,584152,568,584 48,000

１ ． 観 光 費 1,114,410 48,000

歳　　　出　　　合　　　計
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奈良市議案第９５号 

 

和 解 に つ い て 

 

本件の概要は、次のとおりである。 

奈良市長は、相手方らに対して、株式会社三興から株式会社サンクスコーポレーション（以

下「相手方会社」という。）へ道の駅「針テラス」北館（以下「本件建物」という。）の無断

譲渡があったとして奈良市へ所有権移転登記をすること、不法占有期間における賃料相当損

害金を支払うこと、本件建物に設定した （以下「相手方 」という。）の抵当権

を抹消することを求めて平成３１年２月２６日付けで大阪地方裁判所に訴えを提起し、相手

方らは、本件建物テナントである株式会社ダイナックパートナーズが賃料債務の債権者を確

知できないことを原因として供託した供託金の還付請求権を有すること、相手方 が本件

建物に設定した抵当権を有することを確認することを求めて令和２年１月３１日付けで大

阪地方裁判所に訴えを提起したものである。 

本件については、次のとおり和解しようとするものである。 

令和４年９月９日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸   

 

１ 相手方 

大阪府大阪市平野区加美北五丁目１２番２３号 

    株式会社サンクスコーポレーション 

    代表取締役 中島 博智 

 

     

 

２ 事件名 

   大阪地方裁判所平成３１年（ワ）第１６８０号 所有権移転登記等請求事件 

   大阪地方裁判所令和２年（ワ）第８００号 反訴請求事件 
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３ 和解の趣旨 

⑴  ① 奈良市と相手方会社は、相手方会社が本件建物の所有権を有することを互いに 

確認する。 

② 相手方会社は、令和４年１０月１７日、奈良市に対し、本件建物の所有権を無

償で譲渡する。 

③ 相手方会社は、奈良市に対し、本件建物につき、令和４年１０月１７日付け和

解を原因とする所有権移転登記手続をする。ただし、登記手続費用は奈良市の負

担とする。 

⑵ 相手方 は、奈良市に対し、本件建物について、抵当権設定登記の抹消登記手続

をする。ただし、登記手続費用は奈良市の負担とする。 

⑶ ① 奈良市と相手方らとの間において、株式会社ダイナック及び株式会社ダイナッ

クパートナーズが、本件建物の賃料債務の債権者を確知できないことを原因とし

て、平成３１年１月から令和４年１０月に供託する供託金及び供託利息（本項②

に定めるものを除く。）について、奈良市が還付請求するものとし、相手方らはこ

れを承諾する。 

   ② 奈良市と相手方らとの間において、株式会社ダイナックパートナーズが、本件

建物の賃料債務の債権者を確知できないことを原因として、令和４年１０月１７

日以降に供託する供託金及び供託利息について、奈良市が還付請求するものと

し、相手方らはこれを承諾する。 

   ③ 相手方らは、奈良市に対し、奈良市が本項②の供託金及び供託利息の還付請求

をするために必要な手続に協力することを約する。 

⑷ ① 奈良市は、相手方会社に対し、本件解決金として４８００万円の支払義務があ

ることを認める。 

   ② 奈良市は、相手方会社に対し、本項①の金員を、令和４年１１月３０日限り、

相手方会社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数

料は奈良市の負担とする。 

   ③ 奈良市が本項②の金員の支払を怠ったときは、奈良市は、相手方会社に対し、

本項①の金員から本項②による既払金を控除した残金及びこれに対する令和４年

１２月１日から支払済みまで年３分の割合による金員を直ちに支払う。 

⑸ ① 奈良市は、相手方会社に対し、奈良市のホームページ上に掲載されている、本
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件に関する「道の駅「針 TRS」運営事業者との契約解除について（平成 30 年 12

月 27 日発表）」と題する記事（https://www.city.nara.lg.jp/site/press-

release/7318.html。同ページに掲載されたダウンロード用資料を含む。）及びそ

の他の本件に関する記事で相手方会社名が記載された部分（ただし、本件に関す

る奈良市議会における議案を除く。）を削除することを約束する。 

   ② 奈良市は、相手方会社に対し、今後、奈良市のホームページ上に、本件に関し

て相手方会社名が記載された記事（ただし、本件に関する奈良市議会における議

案を除く。）を掲載しないことを約束する。 

⑹ ① 奈良市は、本和解成立以後速やかに、奈良市を債権者、相手方会社を債務者と

する不動産仮処分命令申立事件（大阪地方裁判所平成３０年（ヨ）第１０８４

号。以下「本件仮処分命令申立事件」という。）を取り下げる。 

   ② 相手方会社は、奈良市に対し、奈良市が本件仮処分命令申立事件について供託

した担保（大阪法務局平成３０年度金第１７０９３号）の取消しに同意し、奈良

市及び相手方会社は、その取消決定に対し抗告しない。 

⑺ 奈良市は、その余の本訴請求を放棄する。 

⑻ 相手方らは、その余の反訴請求を放棄する。 

⑼ 奈良市と相手方らは、奈良市と相手方会社との間、奈良市と相手方 との間に

は、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを

相互に確認する。 

⑽ 訴訟費用は各自の負担とする。 
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